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（
３

）
２

．
設

計
業
務

「
詳

細
設

計
」
 
業
務

名
：

1
業

務
に
必

要
な

技
術

基
準
、

マ
ニ

ュ
ア

ル
、
共

通
仕

様
書

等
が
十

分
に

理
解

さ
れ
て

い
る

。

2
特

記
仕
様

書
等

に
示

さ
れ
た

当
該

業
務

と
関
連

す
る

他
の

業
務
、

事
業

が
理

解
さ
れ

て
い

る
。

3
管

理
技
術

者
は

、
契

約
図
書

等
に

基
づ

き
、
業

務
の

技
術

上
の
管

理
を

適
切

に
行
っ

て
い

る
。

4
担

当
技
術

者
は

、
設

計
図
書

等
に

基
づ

き
、
適

正
に

業
務

を
実
施

し
て

い
る

。

5
担

当
技
術

者
は

、
優

れ
た
技

術
力

や
創

意
工
夫

を
も

っ
て

、
業
務

の
成

果
に

貢
献
し

て
い

る
。

6
業

務
の
実

施
方

針
に

お
け
る

検
討

方
法

は
、
本

業
務

の
目

的
を
十

分
理

解
し

、
成
果

を
得

る
た

め
の
的

確
な

手
順
、
手

法
で

あ
り

、
他
の

手
本

と
な

す
べ
き

優
れ

た
も

の
で
あ

る
。

7
業

務
の
実

施
体

制
は

、
業
務

内
容

に
応

じ
た
適

切
な

人
員

配
置
で

あ
り

、
業

務
の
停

滞
や

手
戻

り
を
生

じ
さ

せ
ず

完
了

さ
せ
た

。

8
業

務
実
施

段
階

で
判

明
し
た

重
要

な
事

実
等
を

速
や

か
に

変
更
業

務
計

画
書

に
反
映

し
提

出
さ

れ
て
い

る
。

9
そ

の
他

理
由

：

（
対

象
：
管

理
技

術
者

、
担
当

技
術

者
）

●
評

定
は
1
～
9の

う
ち

評
価
値

が
90

％
以
上

　
・

・
・

・
・
・

・
・

・
・

・
 a

評
価
値

が
70

％
以
上

9
0％

未
満

　
・
・

・
・

・
・

・
 b

評
価
値

が
70

％
未
満

　
・

・
・

・
・
・

・
・

・
・

・
 ｃ

業
務

評
定

担
当

技
術

者
管

理
技

術
者

□ □

□
□

□

□ □□

（
担
当
監

督
員

）

考
査
項
目

細
別

判
定

実
施
体

制
と

執
行
計

画
実
施

能
力

の
評

価
-
2.
5

□

選
択

c

実
施

体
制

及
び

執
行

計
画

に
つ

い
て

、
監

督
員

が
文

書
で

改
善

指
示

を
行

っ
た
。

実
施
体

制
及
び

執
行

計
画

に
つ
い

て
、
監

督
員
の

文
書
に

よ
る
改

善
指

示
に

従
わ
な

か
っ
た

。

ｄ
ｅ -
5

-
0

評
価

対
象
項

目

a 5

a
'

b
b
'

2
.5

□

-

□□

□□

①
「
評
価

対
象

項
目

」
の
う

ち
、

（
選

択
）
の

チ
ェ

ッ
ク

欄
が

あ
る
も

の
は

、
選

択
項
目

と
し

て
該

当
す
る

場
合

に
チ

ェ
ッ
ク

し
、

評
価

対
象
の

項
目

と
す

る
。
そ

の
他

は
必

須
項
目

と
す

る
。

②
必
須
項

目
と

選
択

項
目
で

選
択

し
た

項
目
を

母
数

と
し

て
計

算
し
た

比
率

（
％

）
計
算

の
値

で
評

価
す
る

。
③

評
価
値

（
％

）
＝
該

当
項

目
数

（
）
／

評
価

対
象
項

目
数

（
）
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（
３

）
２

．
設

計
業
務

「
詳

細
設

計
」
 
業
務

名
：

1
業

務
工
程

表
は

、
契

約
締
結

後
す

み
や

か
に
提

出
さ

れ
て

い
る
。

2
契

約
締
結

後
す

み
や

か
に
設

計
業

務
等

に
着
手

し
て

い
る

。

3
テ

ク
リ
ス

へ
の

登
録

申
請
を

監
督

員
の

確
認
を

受
け

た
上

で
す
み

や
か

に
行

っ
て
い

る
。

4
監

督
員
と

連
絡

を
密

に
と
り

、
円

滑
な

業
務
の

実
施

に
努

め
て
い

る
。

5
監

督
員
の

指
示

事
項

に
迅
速

に
対

応
し

て
い
る

。

6
打

合
せ
に

お
い

て
、

業
務
の

課
題

と
そ

の
解
決

策
の

提
案

が
優
れ

て
い

る
。

7
打

合
せ
に

お
い

て
、

発
注
者

が
判

断
で

き
る
適

切
な

資
料

の
提
示

・
提

出
が

な
さ
れ

て
い

る
。

8
打

合
せ
記

録
簿

は
、

必
要
事

項
が

簡
潔

に
整
理

さ
れ

て
お

り
、
か

つ
、

速
や

か
に
提

出
さ

れ
て

い
る
。

9
業

務
計
画

書
の

業
務

工
程
（

表
）

は
、

ク
リ
テ

ィ
カ

ル
ポ

イ
ン
ト

が
明

確
に

さ
れ
て

い
る

。

1
0
業

務
の
進

捗
を

図
る

た
め
の

工
夫

が
な

さ
れ
て

い
る

。

1
1
業

務
計
画

書
に

安
全

管
理
に

係
る

項
目

が
あ
り

、
適

切
な

内
容
の

記
述

が
あ

る
。

1
2
第

三
者
の

土
地

等
へ

の
立
ち

入
り

に
あ

た
っ
て

、
ト

ラ
ブ

ル
の
発

生
が

無
い

よ
う
に

適
切

な
対

応
を
行

っ
て

い
る

。

1
3
屋

外
作
業

に
お

い
て

、
第
三

者
の

安
全

確
保
に

努
め

て
い

る
。

1
4
屋

外
作
業

に
お

い
て

、
事
故

が
発

生
し

な
い
よ

う
作

業
員

等
に
安

全
教

育
の

徹
底
を

図
り

、
指

導
・
監

督
に

努
め

て
い

る
。

1
5
休

日
、
夜

間
に

屋
外

作
業
を

行
う

場
合

は
、
事

前
に

理
由

を
付
し

た
書

面
を

監
督
員

に
提

出
し

て
い
る

。

1
6
そ

の
他

理
由

：

（
対

象
：
管

理
技

術
者

、
担
当

技
術

者
）

●
評

定
は
1
～
16

の
う
ち

評
価
値

が
90

％
以
上

　
・

・
・

・
・
・

・
・

・
・

・
 a

評
価
値

が
70

％
以
上

9
0％

未
満

　
・
・

・
・

・
・

・
 b

評
価
値

が
70

％
未
満

　
・

・
・

・
・
・

・
・

・
・

・
 ｃ

業
務

評
定

担
当

技
術

者
管

理
技

術
者

□ □ □

□ □ □ □ □

□ □

□
□□ □ □ □□

□
□ □判
定

□ □ □

-
0

-
2
.
5

-5

評
価

対
象
項

目
□

執
行

管
理

に
つ

い
て

、
監

督
員

が
文

書
で

改
善

指
示

を
行

っ
た
。

□
執

行
管

理
に
つ

い
て

、
監

督
員
の

文
書
に

よ
る
改

善
指

示
に

従
わ
な

か
っ
た

。

選
択

b
b
'

c
ｄ

ｅ

実
施

状
況

の
評

価
執
行
管

理
5

-
2.
5

（
担
当
監

督
員

）

考
査
項
目

細
別

a
a
'

①
「
評

価
対

象
項
目

」
の

う
ち

、
（
選

択
）

の
チ

ェ
ッ
ク

欄
が

あ
る

も
の
は

、
選

択
項

目
と
し

て
該

当
す

る
場
合

に
チ

ェ
ッ

ク
し
、

評
価

対
象

の
項

目
と
す

る
。

そ
の

他
は
必

須
項

目
と

す
る
。

②
必
須

項
目

と
選
択

項
目

で
選

択
し
た

項
目

を
母

数
と
し

て
計

算
し

た
比
率

（
％

）
計

算
の
値

で
評

価
す

る
。

③
評
価

値
（

％
）
＝

該
当

項
目
数

（
）

／
評
価

対
象

項
目

数
（

）
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（
３

）
２

．
設

計
業
務

「
詳

細
設

計
」
 
業
務

名
：

1
照

査
計
画

に
お

い
て

、
発
注

者
か

ら
指

摘
が
な

か
っ

た
。

2
照

査
技
術

者
は

、
業

務
の
各

照
査

段
階

に
お
い

て
自

身
で

の
照
査

を
行

い
、

照
査
後

に
発

注
者

か
ら
の

指
摘

が
な

か
っ

た
。

3
基

本
条
件

の
設

定
に

対
し
、

管
理

技
術

者
が
現

地
状

況
等

の
基
本

情
報

を
収

集
し
て

把
握

し
て

い
る
か

の
確

認
を

行
い

、

そ
の
内
容

が
適

切
で

あ
る
か

に
つ

い
て

照
査
が

行
わ

れ
て

い
る
。

4
埋

設
物
、

支
障

物
件

、
周
辺

施
設

と
の

近
接
等

、
施

工
条

件
が
反

映
さ

れ
て

い
る
か

の
照

査
が

適
正
に

行
わ

れ
て

い
る

。

5
設

計
方
針

及
び

設
計

手
法
が

適
切

で
あ

る
か
の

照
査

が
適

正
に
行

わ
れ

て
い

る
。

6
設

計
計
算

書
、

設
計

図
、
数

量
の

正
確

性
、
適

切
性

及
び

整
合
性

に
着

目
し

照
査
が

適
正

に
行

わ
れ
て

い
る

。

7
受

取
対
象

物
の

照
査

の
み
な

ら
ず

、
仮

設
工
及

び
コ

ス
ト

縮
減
、

建
設

副
産

物
対
策

の
妥

当
性

に
つ
い

て
も

十
分
な
照

査
が

適
正

に
行
わ

れ
て

い
る

。

8
現

場
条
件

に
対

応
し

た
施
工

方
法

を
複

数
提
案

し
、

総
合

的
な
判

断
に

基
づ

き
決
定

さ
れ

て
い

る
。

9
資

料
の
提

出
時

に
、

転
記
・

計
算

ミ
ス

が
無
く

内
容

の
チ

ェ
ッ
ク

を
行

っ
て

い
る
。

1
0
業

務
の
実

施
に

当
た

り
、
最

新
の

技
術

基
準
及

び
参

考
図

書
並
び

に
特

記
仕

様
書
に

基
づ

き
実

施
し
て

い
る

。

使
用
に
あ

た
っ

て
、

事
前
に

監
督

員
の

承
諾
を

得
て

い
る

。

1
1
業

務
の
実

施
に

当
た

り
、
設

計
図

書
に

定
め
る

技
術

基
準

等
に
つ

い
て

、
十

分
に
理

解
し

た
上

で
適
用

し
て

い
る

。

1
2
設

計
業
務

等
の

実
施

に
当
た

り
、

現
地

踏
査
を

行
い

設
計

等
に
必

要
な

現
地

の
状
況

を
把

握
し

て
い
る

。

1
3
現

地
踏
査

の
実

施
に

際
し
、

貸
与

資
料

や
設
計

図
書

に
示

す
設
計

事
項

と
照

合
し
て

、
調

査
対

象
項
目

を
整

理
し

、

監
督
員
の

承
諾

を
得

て
実
施

し
て

い
る

。

1
4
資

料
収
集

の
実

施
に

際
し
、

貸
与

資
料

や
設
計

図
書

に
示

す
設
計

事
項

と
照

合
し
て

、
資

料
収

集
対
象

項
目

を
整

理
し

、

監
督
員
の

承
諾

を
得

て
実
施

し
て

い
る

。

1
5
技

術
基
準

等
が

無
い

項
目
の

取
扱

い
が

具
体
的

に
記

述
さ

れ
て
い

る
。

1
6
履

行
段
階

に
お

い
て

、
状
況

に
応

じ
た

適
切
な

対
応

を
行

い
、
も

し
く

は
提

案
が
さ

れ
て

い
る

。

1
7
構

造
等
に

つ
い

て
、

維
持
管

理
が

容
易

と
な
る

よ
う

詳
細

な
検
討

が
さ

れ
て

い
る
。

1
8
構

造
及
び

維
持

管
理

の
検
討

に
お

い
て

、
施
設

の
長

寿
命

化
と
な

る
提

案
が

さ
れ
て

い
る

。

1
9
過

年
度
か

ら
の

打
合

せ
経
緯

や
成

果
を

踏
ま
え

た
成

果
と

な
っ
て

い
る

。

2
0
当

該
現
場

の
施

工
条

件
や
環

境
特

性
な

ど
を
的

確
に

把
握

し
て
い

る
。

2
1
当

該
現
場

に
お

け
る

施
工
上

の
留

意
点

が
、
重

要
度

や
施

工
段
階

を
考

慮
し

的
確
に

提
案

さ
れ

て
い
る

。

2
2
仮

設
計
画

が
施

工
条

件
を
的

確
に

踏
ま

え
て
提

案
さ

れ
て

い
る
。

2
3
そ

の
他

理
由

：

（
対
象

：
管
理

技
術

者
、

担
当
技

術
者

、
照

査
技
術

者
）

●
評

定
は
1
～
2
3
の
う
ち

評
価
値

が
90

％
以
上

　
・

・
・

・
・
・

・
・

 a

評
価
値

が
80

％
以
上

9
0％

未
満

　
・
・

・
・

 a
'

評
価
値

が
70

％
以
上

8
0％

未
満

　
・
・

・
・

 ｂ

評
価
値

が
60

％
以
上

7
0％

未
満

　
・
・

・
・

 b
'
 

評
価
値

が
60

％
未
満

　
・

・
・

・
・
・

・
・

 ｃ

照
査
技

術
者

業
務

評
定

担
当

技
術

者
管

理
技

術
者

-
14

-
2
8

品
質
管

理
a
'

b
'

c
ｄ

ｅ

2
8

21
1
4

7

a

-
1
0

-
5

細
別

考
査
項
目

（
担
当
監

督
員

）

a

選
択

b
実
施

状
況

の
評

価

ｅ
ｄ

c
b
'

b
a
'

0
2
.5

5
7
.5

□判
定

1
0

0

品
質
管

理
に
つ

い
て

、
監

督
員
の

文
書
に

よ
る
改

善
指

示
に

従
わ
な

か
っ
た

。

□
品
質

管
理

に
つ

い
て

、
監

督
員

が
文

書
で

改
善

指
示

を
行

っ
た
。

□
評
価

対
象
項

目

□□□

□

□□□□ □□ □ □ □ □ □ □
□

□ □ □ □
□

□

□
□

□
□

①
「
評

価
対

象
項
目

」
の

う
ち

、
（
選

択
）

の
チ

ェ
ッ
ク

欄
が

あ
る

も
の
は

、
選

択
項

目
と
し

て
該

当
す

る
場
合

に
チ

ェ
ッ

ク
し
、

評
価

対
象

の
項

目
と
す

る
。

そ
の

他
は
必

須
項

目
と

す
る
。

②
必
須

項
目

と
選
択

項
目

で
選

択
し
た

項
目

を
母

数
と
し

て
計

算
し

た
比
率

（
％

）
計

算
の
値

で
評

価
す

る
。

③
評
価

値
（

％
）
＝

該
当

項
目
数

（
）

／
評
価

対
象

項
目

数
（

）



- 754 - 

 

 

（
３

）
２

．
設

計
業
務

「
詳

細
設

計
」
 
業
務

名
：

当
該
業
務

の
特

性
を

考
慮
し

つ
つ

、
新

た
な
、

あ
る

い
は

高
度
な

調
査

･解
析

･設
計

等
の

手
法

･
技
術

に
関

す
る
提

案
が

な
さ

れ
て
い

る
。

検
討
課
題

と
共

に
今

後
実
施

す
べ

き
検

討
事
項

・
方

針
等

が
提
案

さ
れ

て
い

る
。

品
質
管
理

の
た

め
の

照
査
体

制
を

構
築

さ
せ
、

有
効

的
に

機
能
し

て
い

る
。

ラ
イ
フ
サ

イ
ク

ル
コ

ス
ト
や

新
技

術
の

活
用
な

ど
総

合
的

か
つ
有

効
的

な
コ

ス
ト
縮

減
の

提
案

が
な
さ

れ
て

い
る

。

創
意
工
夫

、
提

案
力

等
に
か

か
る

特
筆

す
べ
き

事
項

が
あ

る
。

●
判

断
基
準

上
記
の

項
目

の
レ
点

の
数

に
よ

り
、
１

点
か

ら
４

点
の
加

算
評

価
と

す
る
。

※
た
だ

し
、

特
段
の

評
価

が
で

き
る
場

合
は

、
レ

点
の
数

に
と

ら
わ

れ
ず
、

評
価

す
る

内
容
を

総
合

的
に

判
断
し

て
評

価
す

る
。

　
（
例

え
ば

、
レ
点

が
１

つ
で

あ
っ
て

も
、

そ
の

内
容
が

特
に

評
価

に
値
す

る
場

合
は

４
点
の

加
算

評
価

も
可
）

●
評

価
点

＊
業
務

評
定

、
管
理

技
術

者
、

担
当
技

術
者

の
評

価
に
反

映
。

業
務

評
定

担
当

技
術

者
管

理
技

術
者

具
体
記
述

□

-

□ □

0
1

-

評
価

対
象
項

目

選
択

判
定

実
施

状
況

の
評

価
創
意
工

夫
4

3
2

（
担
当
監

督
員

）

考
査
項
目

細
別

ｄ
ｅ

b
b
'

c
a

a
'

□□
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 （
３

）
２

．
設

計
業
務

「
詳

細
設

計
」
 
業
務

名
：

1
疑

義
に
対

す
る

質
問

や
提
案

等
が

適
切

に
行
わ

れ
た

。

2
説

明
内
容

が
事

前
に

十
分
整

理
さ

れ
て

お
り
、

打
合

せ
も

円
滑
に

行
わ

れ
た

。

3
打

ち
合
わ

せ
及

び
資

料
の
説

明
に

お
い

て
、
論

理
的

で
容

易
に
理

解
で

き
る

説
明
が

行
わ

れ
た

。

4
設

計
業
務

等
を

実
施

す
る
た

め
の

関
係

官
公
庁

等
へ

の
手

続
き
を

速
や

か
に

行
っ
て

い
る

。

5
発

注
者
が

行
う

関
係

官
公
庁

等
へ

の
手

続
き
に

際
し

て
、

分
か
り

や
す

く
、

説
明
し

や
す

い
資

料
等
の

作
成

が
行

わ
れ

て
い
る

。

6
関

係
官
公

庁
等

及
び

地
元
関

係
者

と
の

手
続
き

や
交

渉
状

況
が
遅

滞
な

く
報

告
さ
れ

て
い

る
。

7
発

注
者
の

指
示

に
よ

る
受
注

者
が

行
う

べ
き
地

元
関

係
者

へ
の
説

明
、

交
渉

等
に
お

い
て

、
誠

意
を
も

っ
て

適
切

な
対

応
が
図

ら
れ

て
い

る
。

8
そ

の
他

理
由

：

（
対

象
：
管

理
技

術
者

、
担
当

技
術

者
）

●
評

定
は
1
～
8
の

う
ち

評
価
値

が
90

％
以
上

　
・

・
・

・
・
・

・
・

・
・

・
 a

評
価
値

が
70

％
以
上

9
0％

未
満

　
・
・

・
・

・
・

・
 b

評
価
値

が
70

％
未
満

　
・

・
・

・
・
・

・
・

・
・

・
 ｃ

業
務

評
定

担
当

技
術

者
管

理
技

術
者

□
□

□
□

□
□□ □

□
□ □

評
価

対
象
項

目
□

説
明

調
整

に
つ

い
て

、
監

督
員

が
文

書
で

改
善

指
示

を
行

っ
た
。

□
説

明
調

整
に
つ

い
て

、
監

督
員
の

文
書
に

よ
る
改

善
指

示
に

従
わ
な

か
っ
た

。

選
択

判
定

□

-
3

-
0

-3
-6

（
担
当
監

督
員

）

a
a
'

b
b
'

c
ｄ

ｅ

6

考
査
項
目

細
別

説
明

調
整

能
力

の
評
価

説
明
調

整
能
力

□

①
「
評

価
対

象
項
目

」
の

う
ち

、
（
選

択
）

の
チ

ェ
ッ
ク

欄
が

あ
る

も
の
は

、
選

択
項

目
と
し

て
該

当
す

る
場
合

に
チ

ェ
ッ

ク
し
、

評
価

対
象

の
項

目
と
す

る
。

そ
の

他
は
必

須
項

目
と

す
る
。

②
必
須

項
目

と
選
択

項
目

で
選

択
し
た

項
目

を
母

数
と
し

て
計

算
し

た
比
率

（
％

）
計

算
の
値

で
評

価
す

る
。

③
評
価

値
（

％
）
＝

該
当

項
目
数

（
）

／
評
価

対
象

項
目

数
（

）
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（
３

）
２

．
設

計
業
務

「
詳

細
設

計
」
 
業
務

名
：

1
設

計
業
務

成
果

概
要

書
は
、

業
務

全
般

の
内
容

と
そ

の
ポ

イ
ン
ト

を
的

確
に

解
説
し

と
り

ま
と

め
ら
れ

て
い

る
。

2
設

計
計
算

書
は

、
設

計
条
件

、
出

典
根

拠
、
計

算
プ

ロ
グ

ラ
ム
、

モ
デ

ル
図

、
ア
ウ

ト
プ

ッ
ト

デ
ー
タ

が
わ

か
り

や
す

く

整
理
さ
れ

て
い

る
。

3
設

計
図
面

は
、

特
記

仕
様
書

に
基

づ
き

、
適
切

な
縮

尺
、

配
置
に

よ
り

必
要

事
項
が

漏
れ

な
く

記
載
さ

れ
て

い
る

。

4
数

量
計
算

書
は

、
計

算
方
法

や
計

算
手

順
が
明

確
で

あ
る

。

5
概

算
工
事

費
は

、
適

用
す
る

積
算

基
準

書
に
基

づ
き

構
成

さ
れ
、

採
用

す
る

単
価
が

妥
当

で
あ

る
。

6
施

工
計
画

書
は

、
工

事
実
施

に
当

た
っ

て
必
要

な
事

項
の

基
本
的

内
容

が
記

載
さ
れ

て
い

る
。

7
現

地
踏
査

の
結

果
が

、
写
真

や
図

面
に

よ
り
的

確
に

整
理

さ
れ
て

い
る

。

8
数

量
計
算

書
は

、
「

土
木
工

事
数

量
算

出
要
領

集
計

表
（

案
）
」

に
準

じ
、

工
種
別

、
区

間
別

に
取
り

ま
と

め
ら

れ
て

い
る
。

9
設

計
図
書

に
あ

る
検

討
項
目

、
業

務
遂

行
段
階

で
の

指
示

事
項
が

漏
れ

な
く

と
り
ま

と
め

ら
れ

て
い
る

。

1
0
そ

の
他

理
由

：

●
評

定
は
1
～
1
0
の
う
ち

評
価
値

が
90

％
以
上

　
・

・
・

・
・
・

・
・

 a

評
価
値

が
80

％
以
上

9
0％

未
満

　
・
・

・
・

 a
'

評
価
値

が
70

％
以
上

8
0％

未
満

　
・
・

・
・

 ｂ

評
価
値

が
60

％
以
上

7
0％

未
満

　
・
・

・
・

 b
'
 

評
価
値

が
60

％
未
満

　
・

・
・

・
・
・

・
・

 ｃ

□

□□ □□

成
果

物
に

つ
い

て
、

監
督

員
が

文
書

で
改

善
指

示
を

行
っ

た
。

□
成

果
物

に
つ
い

て
、
監

督
員
の

文
書
に

よ
る
改

善
指

示
に

従
わ
な

か
っ
た

。

選
択

判
定

□□ □ □

評
価

対
象
項

目

□

ｅ

1
2

9
6

3
0

-6
-
1
2

a
'

c

（
担
当
監

督
員

）

考
査
項
目

細
別

b
b
'

b
b
'

c
ｄ

0
-5

a
'

ｅ

結
果

の
評

価
成

果
物
の

品
質

1
0

7
.
5

5
2.
5

照
査
技

術
者

業
務

評
定

担
当

技
術

者

管
理

技
術

者

ｄ

-
1
0

aa

□

□

①
「
評

価
対

象
項
目

」
の

う
ち

、
（
選

択
）

の
チ

ェ
ッ
ク

欄
が

あ
る

も
の
は

、
選

択
項

目
と
し

て
該

当
す

る
場
合

に
チ

ェ
ッ

ク
し
、

評
価

対
象

の
項

目
と
す

る
。

そ
の

他
は
必

須
項

目
と

す
る
。

②
必
須

項
目

と
選
択

項
目

で
選

択
し
た

項
目

を
母

数
と
し

て
計

算
し

た
比
率

（
％

）
計

算
の
値

で
評

価
す

る
。

③
評
価

値
（

％
）
＝

該
当

項
目
数

（
）

／
評
価

対
象

項
目

数
（

）



- 757 - 

 

 （
３
）
２

．
設
計

業
務
「
詳

細
設
計

」
 
業
務

名
：

管
理

技
術
者

は
、
優
れ

た
技
術

力
を
も

っ
て
、
業

務
の
技

術
上
の

管
理
を
適

切
に
行

っ
て
い
る

。

管
理

技
術
者

は
、
関
連

の
あ
る

設
計
業

務
等
の
受

注
者
と

積
極
か

つ
主
導
的

に
協
議

を
行
い
相

互
に
協

力
し
業

務
を
行
っ

て
い
る

。

業
務

計
画
書

に
お
け
る

実
施
方

針
は
、

優
れ
た
手

法
、
技

術
も
し

く
は
創
意

工
夫
に

よ
る
も
の

で
あ
る

。

業
務

の
効
率

化
に
関
す

る
具
体

的
な
提

案
が
さ
れ

て
い
る

。

業
務

の
実
施

体
制
に
お

い
て
、

支
店
・

本
社
な
ど

の
支
援

体
制
が

整
備
さ
れ

て
い
る

。

そ
の

他

理
由
：

●
判
断

基
準

上
記
該
当
項

目
を
総

合
的
に

判
断
し
て

、
1
0
点

(
a
)，

7
.5
点
(
a
'
)，

5
点
(
b
)
，
2
.
5
点
(b
'
)
，
0点

(
c
)，

－
5
点

(
d)
，
－

1
0点

(
e)
で
評
価

す
る
。

※
総
括
監
督

員
は
、

担
当
監

督
員
の
意

見
を
参

考
に
発

注
業
務
全

体
を
視

野
に
入
れ

た
総
括

的
な
評

価
を
行
う

。

　
（
業
務
履

行
過
程

で
の
日

々
の
対
応

の
評
価

は
担
当

監
督
員
が

実
施
）

※
評
価
に
あ

た
っ
て

は
、
評

価
対
象
項

目
の
レ

点
の
数

だ
け
に
と

ら
わ
れ

ず
、
評
価

す
る
内

容
を
総

合
的
に
判

断
し
評

価
す
る

。

　
（
例
え
ば

、
レ
点

が
１
つ

で
あ
っ
て

も
、
そ

の
内
容

が
特
に
評

価
に
値

す
る
場
合

は
1
0
点

(
a)
評
価

も
可
）

※
業
務
執
行

上
の
過

失
と
し

て
担
当
監

督
員
細

別
評
価

項
目
に
お

い
て
－

5
点
(
d
)
ま

た
は
－

1
0点

(
e
)評

価
が

あ
っ
た
場

合
、

－
5
点
(
d
)
評
価
以

下
と
し

「
そ
の

他
」
に
理

由
を
記

載
す
る

こ
と
。

●
評
価

点 ＊
業
務

評
定
、
管

理
技
術

者
の
評

価
に
反
映

。

□□□ □ □ □

-
5

-
10

評
価
対

象
項
目

選
択

判
定

業
務

評
定

管
理

技
術

者

c
ｄ

ｅ

実
施
能
力

の
評
価

実
施
体
制

と
執
行
計
画

1
0

7
.5

5
2.
5

0

（
総
括
監

督
員
）

考
査
項
目

細
別

a
a
'

b
b'
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 （
３
）
２

．
設
計

業
務
「
詳

細
設
計

」
 
業
務

名
：

現
場

条
件
や

環
境
条
件

な
ど
の

制
約
条

件
が
多
く

、
そ
の

対
応
が

特
に
評
価

で
き
る

。

設
計

条
件
の

設
定
に
お

い
て
、

高
度
な

技
術
を
要

し
、
そ

の
対
応

が
特
に
評

価
で
き

る
。

設
計

条
件
の

設
定
に
当

た
り
、

地
元
、

関
係
機
関

の
意
見

聴
取
が

必
要
で
あ

り
、
そ

の
対
応
が

特
に
評

価
で
き

る
。

関
連

す
る
事

業
、
工
事

に
配
慮

す
る
必

要
が
あ
り

、
そ
の

対
応
が

特
に
評
価

で
き
る

。

地
元

関
係
者

へ
の
説
明

、
交
渉

等
の
資

料
等
に
工

夫
が
み

ら
れ
、

特
に
評
価

で
き
る

。

そ
の

他

理
由
：

Ⅱ
高
度
な
技

術
力
へ

の
対
応

設
計

成
果
の

導
き
に
お

い
て
、

多
岐
に

わ
た
る
比

較
検
討

が
必
要

で
あ
り
、

そ
の
対

応
が
特
に

評
価
で

き
る

委
員

会
も
し

く
は
有
識

者
の
意

見
聴
取

が
必
要
で

あ
り
、

そ
の
対

応
が
特
に

評
価
で

き
る
。

そ
の

他

理
由
：

※
上

記
の
対
応

事
項
に

１
つ
以

上
レ
点
が

付
け
ば

業
務
評
定

、
管
理

技
術
者

は
7
.5
点

(
b
'
)，

担
当
技
術

者
は
7
点

(
b
')
評

価
以
上

と
す
る
。

業
務
評
定

、
管
理
技

術
者
は

20
点
(
a
)
，
1
5点

(
a'
)，

1
0点

(b
)
，
7
.
5点

(
b'
)，

0
点
(
c)
で

評
価
す

る
。

担
当
技
術

者
は
2
5
点

(a
)，

1
9点

(a
'
)
，
1
2.
5
点
(
b)
，

7点
(b
'
)
，
0
点
(
c
)で

評
価

す
る
。

●
評
価

点
●
評
価

点

＊
業
務

評
定
、
管

理
技
術

者
の
評

価
に
反
映

。
＊
担
当

技
術
者

の
評
価
に

反
映
。

担
当
技

術
者

業
務

評
定

管
理

技
術

者

□ □ □□

選
択

判
定

□

2
5

1
9

1
2
.5

0
--

-

a
a
'

b
b
'

-

c
ｄ

ｅ

c
ｄ

ｅ

0

実
施
状
況

の
評
価

業
務
特
性

2
0

1
5

1
0

7.
5 7

●
評
価
対

象
項
目

（
総
括
監

督
員
）

考
査
項
目

細
別

a
a
'

b
b'

Ⅰ
設
計
条
件

へ
の
対

応

□ □ □□
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 （
３
）
２

．
設
計

業
務
「
詳

細
設
計

」
 
業
務

名
：

業
務

遂
行
に

あ
た
っ
て

、
有
用

な
提
案

が
行
わ
れ

る
な
ど

取
組
へ

の
積
極
性

・
責
任

感
に
対
し

て
特
に

評
価
で

き
る
も
の

が
あ
っ

た
。

業
務

遂
行
段

階
に
お
い

て
不
明

な
点
が

生
じ
た
場

合
な
ど

、
問
合

わ
せ
や
確

認
が
迅

速
に
な
さ

れ
、
確

認
さ
れ

た
事
項
を

記
録
し

関
係
者

に
共
有
を

図
る
な

ど
特
に
評

価
で
き

る
も
の

が
あ
っ
た

。

業
務

遂
行
中

、
新
た
に

発
生
し

た
課
題

に
対
し
て

、
社
内

全
体
と

し
て
体
制

の
拡
充

を
図
る
な

ど
、
業

務
を
完

成
さ
せ
る

に
あ
た

り
特
に

評
価
で
き

る
も
の

が
あ
っ
た

。

そ
の

他

理
由
：

●
判
断

基
準

上
記
該
当
項

目
を
総

合
的
に

判
断
し
て

、
業
務

評
定
、

管
理
技
術

者
は
1
0
点
(a
)
，

7
.
5点

(
a'
)，

5
点

(
b)
，
2
.
5
点
(
b
'
)
，
0
点

(c
)で

評
価
す
る
。

担
当
技
術
者

は
1
5
点

(
a
)，

1
2点

(
a
'
)
，
7.
5
点

(
b
)，

4
点
(b
'
)
，

0
点
(
c
)
で
評
価
す

る
。

※
総
括
監
督

員
は
、

担
当
監

督
員
の
意

見
を
参

考
に
発

注
業
務
全

体
を
視

野
に
入
れ

た
総
括

的
な
評

価
を
行
う

。

　
（
業
務
履

行
過
程

で
の
日

々
の
対
応

の
評
価

は
担
当

監
督
員
が

実
施
）

※
評
価
に
あ

た
っ
て

は
、
評

価
対
象
項

目
の
レ

点
の
数

だ
け
に
と

ら
わ
れ

ず
、
評
価

す
る
内

容
を
総

合
的
に
判

断
し
評

価
す
る

。

　
（
例
え
ば

、
レ
点

が
１
つ

で
あ
っ
て

も
、
そ

の
内
容

が
特
に
評

価
に
値

す
る
場
合

は
業
務

評
定
、

管
理
技
術

者
は
1
0
点
(a
)
，

担
当
技

術
者
は
1
5
点
(
a
)
評

価
も
）

●
評
価

点
●
評
価

点

＊
業
務

評
定
、
管

理
技
術

者
の
評

価
に
反
映

。
＊
担
当

技
術
者

の
評
価
に

反
映
。

業
務

評
定

管
理

技
術

者

担
当
技

術
者

-

□

評
価
対

象
項
目

選
択

判
定

1
2

7.
5

0

□

a
'

b
b'

c

□ □

1
0

7
.5

5

ｅ

4
1
5

-

a
a
'

b

ｄ

b
'

c
ｄ-

（
総
括
監

督
員
）

-ｅ

0

考
査
項
目

細
別

2
.5

a

取
組
姿
勢

責
任
感

・
積
極

性
・

倫
理
観
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（
３

）
２
．

設
計

業
務

「
詳

細
設

計
」

 
業

務
名
：

1
管

理
技
術

者
は

、
照

査
結

果
の

確
認

を
行

っ
て

い
る

。

2
業

務
計
画

書
が

契
約

締
結

後
す

み
や

か
に

提
出

さ
れ

て
い

る
。

3
業

務
計
画

書
は

、
設

計
図

書
に

定
め

ら
れ

た
必

要
な

事
項

を
記

載
し

業
務

内
容

に
適

し
た

業
務

計
画

書
が

提
出

さ
れ

て
い

る
。

4
業

務
計
画

書
に

お
け

る
実

施
方

針
は

、
特

記
仕

様
書

等
の

設
計

図
書

の
項

目
を

満
足

し
指

摘
や

修
正

が
な

い
。

5
業

務
計
画

書
に

お
け

る
実

施
方

針
は

、
本

業
務

の
目

的
や

内
容

に
基

づ
き

、
図

式
等

に
よ

る
工

夫
が

見
ら

れ
、

か
つ

、
内

容
が

わ
か

り
や

す
く

記
載

さ
れ
て

い
る

。

6
再

委
託
に

付
し

た
場

合
、

書
面

に
よ

り
協

力
者

と
の

契
約

関
係

が
明

確
で

あ
り

、
協

力
者

に
対

し
て

適
切

な
指

導
、

管
理

を
行

い
、

か
つ

、
委

託
先

の
成

果
物

に
対

す
る

照
査

を
行

っ
て

い
る

こ
と

が
書

面
で

確
認

で
き

る
。

7
守

秘
義
務

に
つ

い
て

具
体

的
な

計
画

を
業

務
計

画
書

等
に

記
載

し
て

い
る

。

8
個

人
情
報

等
の

管
理

に
関

す
る

管
理

体
制

等
を

業
務

計
画

書
等

に
記

載
し

て
い

る
。

9
そ

の
他

理
由

：

●
評

定
は

1
～

9
の

う
ち

評
価

値
が

9
0
％

以
上

　
・

・
・
・

・
・

・
・

・
・

・
 
a

評
価

値
が

7
0
％

以
上

9
0
％

未
満
　

・
・

・
・

・
・

・
 
b

評
価

値
が

7
0
％

未
満

　
・

・
・
・

・
・

・
・

・
・

・
 
ｃ

業
務

評
定

管
理

技
術

者

□
□

□
□□

□
□

□
□□ □ □ □

-
5

-
1
0

評
価

対
象

項
目

□
実

施
体

制
及

び
執

行
計

画
に

つ
い

て
、

監
督

員
が

文
書

で
改

善
指

示
を

行
っ

た
。

□
実

施
体

制
及

び
執

行
計

画
に

つ
い

て
、

監
督

員
の

文
書

に
よ

る
改

善
指

示
に

従
わ

な
か

っ
た

。

選
択

判
定

c
ｄ

ｅ

実
施

能
力
の

評
価

実
施

体
制

と
執

行
計
画

1
0

-
5

-
0

（
検

査
員

）

考
査

項
目

細
別

a
a
'

b
b
'

①
「

評
価

対
象

項
目

」
の
う

ち
、

（
選

択
）

の
チ

ェ
ッ

ク
欄

が
あ

る
も

の
は

、
選

択
項

目
と

し
て

該
当

す
る

場
合

に
チ

ェ
ッ

ク
し

、
評

価
対

象
の

項
目

と
す

る
。

そ
の

他
は
必

須
項

目
と

す
る

。
②

必
須

項
目

と
選

択
項

目
で

選
択

し
た

項
目

を
母

数
と

し
て

計
算

し
た

比
率

（
％

）
計

算
の

値
で

評
価

す
る

。
③

評
価

値
（

％
）

＝
該

当
項

目
数

（
）

／
評

価
対

象
項

目
数

（
）
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（
３

）
２
．

設
計

業
務

「
詳

細
設

計
」

 
業

務
名
：

1
設

計
図
書

の
内

容
を

十
分

点
検

し
て

い
る

。

2
照

査
技
術

者
は

、
照

査
計

画
を

作
成

し
、

照
査

に
関

す
る

事
項

を
定

め
、

業
務

計
画

書
に

記
載

し
て

い
る

。

3
照

査
技
術

者
は

、
業

務
期

間
を

と
お

し
て

適
切

に
照

査
を

実
施

し
て

い
る

。

4
照

査
技
術

者
は

、
業

務
完

了
に

伴
っ

て
照

査
結

果
を

照
査

報
告

書
に

と
り

ま
と

め
、

照
査

技
術

者
捺

印
の

う
え

管
理

技
術

者
に

提
出

し
て

い
る

。

5
品

質
確
保

の
た

め
の

会
社

独
自

の
照

査
体

制
が

確
立

さ
れ

、
そ

の
体

制
で

照
査

を
行

っ
た

こ
と

が
確

認
で

き
る

。

6
品

質
管
理

の
た

め
の

シ
ス

テ
ム

が
構

築
さ

れ
て

お
り

、
か

つ
、

成
果

へ
の

反
映

に
つ

い
て

確
認

で
き

る
。

（
Ｉ

Ｓ
Ｏ

９
０

０
１

等
の

認
証

取
得

と
成

果
へ

の
反

映
が

確
認

さ
れ

る
場

合
）

7
詳

細
設
計

照
査

要
領

に
基

づ
く

照
査

を
行

い
、

か
つ

設
計

点
検

シ
ー

ト
等

の
工

夫
が

見
ら

れ
内

容
が

適
切

で
あ

る
。

8
現

場
発
生

材
の

発
生

抑
制

や
利

活
用

に
つ

い
て

検
討

さ
れ

、
成

果
に

反
映

さ
れ

て
い

る
。

9
最

適
な
施

工
計

画
の

立
案

等
に

よ
り

、
コ

ス
ト

縮
減

が
可

能
と

な
る

成
果

が
得

ら
れ

て
い

る
。

1
0
「

業
務
計

画
書

」
に

お
け

る
「

成
果

物
の

品
質

を
確

保
す

る
た

め
の

計
画

」
に

記
述

さ
れ

た
内

容
が

適
切

で
あ

り
、

か
つ

、
当

該
業

務
の

品
質

の
管

理
に

繋
が

っ
て

い
る

。

1
1
最

適
な
施

工
計

画
の

立
案

、
新

技
術

、
新

工
法

の
採

用
等

に
よ

り
工

期
短

縮
が

可
能

と
な

る
成

果
が

得
ら

れ
て

い
る

。

1
2
そ

の
他

理
由

：

（
対

象
：

管
理

技
術

者
、

担
当

技
術

者
、
照

査
技

術
者

）

●
評

定
は

1
～

1
2
の

う
ち

評
価

値
が

9
0
％

以
上

　
・

・
・
・

・
・

・
・

 
a

評
価

値
が

8
0
％

以
上

9
0
％

未
満
　

・
・

・
・

 
a
'

評
価

値
が

7
0
％

以
上

8
0
％

未
満
　

・
・

・
・

 
ｂ

評
価

値
が

6
0
％

以
上

7
0
％

未
満
　

・
・

・
・

 
b
'
 

評
価

値
が

6
0
％

未
満

　
・

・
・
・

・
・

・
・

 
ｃ

照
査

技
術

者

担
当

技
術

者

業
務

評
定

管
理

技
術

者

ｄ
ｅ

1
2

9
6

3
0

-
6

-
1
2

a
a
'

b
b
'

c

ｄ
ｅ

2
0

1
5

1
0

5
0

-1
0

-
2
0

a
a
'

b
b
'

c

□
□□ □ □□ □ □ □ □ □

□評
価

対
象

項
目

□
品

質
管

理
に

つ
い

て
、

監
督

員
が

文
書

で
改

善
指

示
を

行
っ

た
。

□
品

質
管

理
に

つ
い

て
、

監
督

員
の

文
書

に
よ

る
改

善
指

示
に

従
わ

な
か

っ
た

。

選
択

判
定

□ □

ｅ

1
0

7
.
5

5
2
.
5

0
-
5

-
1
0

a
a
'

実
施

状
況

の
評

価

b
b
'

c
ｄ

品
質

管
理

（
検

査
員

）

考
査

項
目

細
別

①
「

評
価

対
象

項
目

」
の

う
ち

、
（

選
択

）
の

チ
ェ

ッ
ク

欄
が

あ
る

も
の

は
、

選
択

項
目

と
し

て
該

当
す
る

場
合

に
チ

ェ
ッ

ク
し

、
評

価
対

象
の

項
目

と
す

る
。

そ
の

他
は

必
須

項
目

と
す

る
。

②
必

須
項

目
と

選
択

項
目

で
選

択
し

た
項

目
を

母
数

と
し

て
計

算
し

た
比

率
（

％
）

計
算

の
値

で
評

価
す
る

。
③

評
価

値
（

％
）

＝
該

当
項
目

数
（

）
／

評
価

対
象

項
目

数
（

）
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 （
３

）
２
．

設
計

業
務

「
詳

細
設

計
」

 業
務

名
：

1
現

地
条
件

・
特

性
を

踏
ま

え
た

適
切

な
仮

設
計

画
、

施
工

方
法

等
が

施
工

計
画

書
に

的
確

に
記

載
さ

れ
て

い
る

。

2
現

地
踏
査

の
結

果
よ

り
判

明
し

た
設

計
上

対
応

が
必

要
な

事
項

に
つ

い
て

の
対

策
が

記
載

さ
れ

て
い

る
。

3
現

場
で
の

施
工

に
お

け
る

技
術

的
ポ

イ
ン

ト
が

別
途

、
引

き
継

ぎ
事

項
と

し
て

整
理

さ
れ

て
い

る
。

4
設

計
図
書

に
定

め
ら

れ
た

項
目

及
び

指
示

事
項

が
漏

れ
な

く
整

理
さ

れ
て

い
る

。

5
業

務
遂
行

段
階

で
の

指
示

事
項

が
漏

れ
な

く
整

理
さ

れ
て

い
る

。

6
エ

コ
マ
テ

リ
ア

ル
の

使
用

を
は

じ
め

、
現

場
発

生
材

の
積

極
的

な
利

活
用

を
検

討
し

、
監

督
員

と
協

議
の

う
え

設
計

に
反

映
さ

せ
て

い
る

。

7
グ

リ
ー
ン

購
入

法
に

基
づ

き
、

物
品

使
用

の
検

討
に

あ
た

っ
て

環
境

へ
の

負
荷

が
少

な
い

環
境

物
品

の
採

用
を

し
て

い
る

。

8
全

体
的
な

構
成

や
説

明
の

流
れ

が
業

務
の

目
的

と
成

果
へ

の
導

き
と

し
て

適
切

に
と

り
ま

と
め

ら
れ

て
い

る
。

9
個

々
の
説

明
に

お
い

て
、

図
や

表
を

活
用

す
る

な
ど

わ
か

り
や

す
い

説
明

と
な

っ
て

い
る

。

10
活

用
し
た

技
術

基
準

や
文

献
等

の
出

典
先

が
、

そ
れ

ぞ
れ

の
成

果
に

記
載

さ
れ

、
わ

か
り

や
す

く
整

理
さ

れ
て

い
る

。

11
生

産
性
向

上
（

コ
ス

ト
縮

減
）

留
意

書
に

お
い

て
、

有
益

な
提

案
が

さ
れ

て
い

る
。

12
有

用
な
新

技
術

・
新

工
法

の
検

討
が

さ
れ

、
施

工
品

質
向

上
を

図
る

提
案

が
さ

れ
て

い
る

。

13
そ

の
他

理
由

：

●
評

定
は

1
～

13
の

う
ち

評
価

値
が

90
％

以
上

　
・

・
・
・

・
・

・
・

 a

評
価

値
が

80
％

以
上

90
％

未
満
　

・
・

・
・

 a
'

評
価

値
が

70
％

以
上

80
％

未
満
　

・
・

・
・

 ｂ

評
価

値
が

60
％

以
上

70
％

未
満
　

・
・

・
・

 b
' 

評
価

値
が

60
％

未
満

　
・

・
・
・

・
・

・
・

 ｃ

照
査

技
術

者

業
務

評
定

担
当

技
術

者
管

理
技

術
者

□
□□ □ □ □

□
□

□
□ □

□
□ □ □□

-2
8

評
価

対
象

項
目

□
成

果
物

に
つ

い
て

、
監

督
員

が
文

書
で

改
善

指
示

を
行

っ
た

。

□
成

果
物

に
つ

い
て

、
監

督
員

の
文

書
に

よ
る

改
善

指
示

に
従

わ
な

か
っ

た
。

選
択

判
定

□
□

28
21

14
7

0
-1
4

-1
0

-2
0

a
a'

b
b'

c
ｄ

ｅ

c
ｄ

ｅ

結
果

の
評
価

成
果

物
の

品
質

20
15

10
5

0

（
検

査
員

）

考
査

項
目

細
別

a
a'

b'
b

①
「

評
価

対
象

項
目

」
の

う
ち

、
（

選
択

）
の

チ
ェ

ッ
ク

欄
が

あ
る

も
の

は
、

選
択

項
目
と

し
て

該
当

す
る

場
合

に
チ

ェ
ッ

ク
し

、
評

価
対

象
の

項
目

と
す

る
。

そ
の

他
は

必
須

項
目

と
す

る
。

②
必

須
項

目
と

選
択

項
目

で
選

択
し

た
項

目
を

母
数

と
し

て
計

算
し

た
比

率
（

％
）

計
算
の

値
で

評
価

す
る

。
③

評
価

値
（

％
）

＝
該

当
項

目
数

（
）

／
評
価

対
象

項
目

数
（

）


